
秋
田
・払
田
柵
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
千
畑
町
本
堂
城
回

２
　
調
査
期
間
　
　
第
九
四
次
調
査

　
一
九
九
三
年

（平
５
）
四
月
と
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
児
玉
　
準

５
　
遺
跡
の
種
類
　
古
代
城
柵
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
ｉ

一
一
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

払
田
柵
跡
は
、
雄
物
川
の
中
流
域
に
近
く
、
大
山
市
の
東
方
約
六
ｈ
、
横
手

盆
地
北
側
の
仙
北
平
野
中
央
部
に
位
置
し
、
真
山

。
長
森
の
丘
陵
を
中
心
と
し

て
、
北
側
の
矢
島
川

（烏
川
）
と

南
側
の
丸
子
川
に
よ

っ
て
挟
ま

れ
た
沖
積
地
に
立
地
す
る
。

一
九
三
〇
年
、
文
部
省
が
調

査
し
、
翌
年
国
指
定
史
跡
と
な

り
、

一
九
七
四
年
以
降
は
当
調

郷

査
事
務
所
が
発
掘
調
査
を
続
け

休

て
い
る
。

史
跡
は
長
森

・
真
山
を
囲
む

外
郭
線
と
、
長
森
を
囲
む
内
郭
線
か
ら
な
る
。
外
郭
は
東
西

一
三
七
〇
ｍ
、
南

北
七
八
〇
ｍ
の
長
精
円
形
で
、
外
郭
線
の
延
長
三
六
〇
〇
ｍ
、
内
郭
を
含
む
総

面
積
約
八
七
五
〇
〇
〇
ド
で
あ
る
。
外
郭
線
は

一
時
期
の
造
営
で
角
材
列
が

一

列
に
な
ら
び
、
東
西
南
北
に
八
脚
門
が
開
く
。
内
郭
は
東
西
七
六
五
ｍ
、
南
北

三
二
〇
ｍ
の
長
精
円
形
で
面
積

一
六
三
〇
〇
〇
∬
、
内
郭
線
の
延
長
は
約

一
七

六
〇
ｍ
で
石
塁
、
築
地
上
塀
と
角
材
列
が
連
な
り
、
東
西
南
北
に
八
脚
門
が
開

く
。
内
郭
北
門
は
二
時
期
、
東
門

・
西
門

・
南
門
は
四
時
期
に
わ
た
る
造
営
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
内
郭
中
央
部
に
は
政
庁
が
あ
り
、
建
物
に
は
Ｉ
ｉ
Ｖ
期
の

変
遷
が
あ
る
。
本
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
雄
勝
城
と
す
る
説
、
河
辺
府
と

す
る
説
な
ど
が
あ
る
。

第
九
四
次
調
査
は
、
仙
北
町
に
よ
る
史
跡
等
活
用
特
別
事
業
予
定
地
内
で
の

遺
構
確
認
を
目
的
と
し
た
第
九
三
次
調
査
の
継
続
で
、

一
部
を
検
出
し
て
い
た

掘
立
柱
建
物

・
橋
脚
の
全
貌
の
把
握
、
外
郭
大
路
の
検
出
な
ど
を
主
な
目
的
と

し
て
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
内
郭
南
門
東
方
地
区
で
は
掘
立
柱
建
物
四
棟
を
検
出
し
た
。

そ
の
一
つ
は
桁
行
五
間
全

一下

二
ｍ
）
×
梁
行
三
間
（九
・
七
こ

の
東
西
棟
で
南

に
廂
が
付
く
。
二
時
期
あ
り
二
期
日
の
柱
掘
形
埋
土
か
ら
、
木
簡
ω
と
九
世
紀

初
頭
の
上
師
器
杯
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
内
郭
南
門
南
西
地
区
で
は
、
桁
行
七

間
×
梁
行
二
間
の
掘
立
柱
建
物
三
棟
を
検
出
し
た
。
南
北
棟
で
各
々
二
時
期
あ

り
、　
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
払
田
柵
の
終
末
ま
で
に
造
営
さ
れ
た
建
物
と

推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
各
々
官
行
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
部
を
な
す
建
物
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
。

外
郭
内
に
は
東
西
に
流
れ
る
河
川
が
あ
り
、
河
川
敷
の
幅
は
南
北
最
大

一
〇

〇

ｍ
で
、
外
郭
南
門
と
内
郭
南
門
の
間
に
は
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
た
が
、
今
回
新
た
に
六
本
の
橋
脚
と
護
岸
の
矢
板
を
検
出
し
た
。
二

つ
の
問
の
間
に
は
橋
は

一
ヵ
所
の
み
で
、
規
模
は
長
さ

一
七
ｍ
、
幅
三

・
三
ｍ
、

橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
時
点
の
川
幅
は
約
九

ｍ
と
推
定
し
た
。
門
を
結
ぶ
大
路

は
幅

一
二
ｍ
以
内
で
、
こ
の
橋
を
間
に
置
い
て
僅
か
に

「く
」
の
字
状
に
曲
折

し
て
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

遺
物
に
は
、
内
郭
南
門
東
方
地
区
で
は
木
簡
の
ほ
か
に
、
「中
」
「厨
」
「官
」

な
ど
の
黒
吾

土
器
が
あ
る
。
内
郭
南
門
南
西
地
区
で
は
、
土
師
器
杯
の
ほ
か
、

灰
釉
陶
器
、
下
駄

・
曲
物

・
串
な
ど
の
木
製
品
が
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

①

　

「
柱

剛

呼

酸

評

米

一五
斗

　

　

　

（Ｅ

塾

溢

盆
Φ

第
三

号

下
端
の
形
状
は
不
明
で
あ
る
が
、
頭
部
は
方
頭
を
な
す
。
記
載
様
式
が

「人

名
十
税
目
＋
物
品
名
十
数
量
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
貢
進
物
付
札
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
調
米
の
史
料
は
、
秋
田
城
跡
第
二
五
次
発
掘
調
査
に
お
い
て
出
土

し
た
貢
進
物
付
札
に
同
様
の
類
例
が
あ
る

翁
木
簡
研
究
』
ご
。
貢
進
者
の
ウ
ジ

名

「小
針
」
（オ
ハ
リ
）
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
跡
第
五
四
次
発
掘
調
査
出
土
木

簡
の
な
か
に
荻
例
認
め
ら
れ
、
い
ず
れ
も

「
オ
ハ
リ
」
を
表
記
し
た
と
判
断
で

き
る
。

「
オ
ハ
リ
」
氏
関
係
の
文
献
史
料
は
東
北
関
係
で
は

『
日
本
後
紀
』
延

暦

一
五
年

（七
九
一０

一
一
月
壬
辰
条
に

「尾
張
連
大
食
」
な
る
人
物
が
み
え
、

さ
ら
に
出
羽
国
に
尾
張
国
の
民
が
柵
戸
と
し
て
移
配
さ
れ
て
い
た
事
実
を
記
す

史
料
も
あ
る
。
今
回
の
木
簡
や
秋
田
城
木
簡
の

「
オ
ハ
リ
」
関
係
の
人
々
の
存

在
は
、
尾
張
国
と
出
羽
国
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
委
員
会

・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『
払
田
柵
跡

―
第
九
四
ｉ
九
七
次
調
査
概
要
―
』
全

九
九
四
年
）

（児
玉
　
準
）

一

-




